
まいたま協賛ショップ事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県ウェブサービスにより県民にとって、より多くの県民と行政との

接点となる仕組みを確立することを目的とした、埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県庁」

（以下「県LINE公式アカウント」という。）を活用した「まいたま協賛ショップ事業」

を実施するために必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) まいたま協賛ショップ事業 

県LINE公式アカウントの利用者が、協賛店舗、施設、企業等において、まいたまパス

を提示することにより、割引やポイント・スタンプ等の優遇などの特典を受けること

ができる事業をいう。 

(2) まいたまショップ 

まいたま協賛ショップ事業に協賛し、県LINE公式アカウントの利用者に特典を提供す

る店舗、施設、企業等をいう。 

(3) まいたまショップステッカー 

まいたまショップが掲示する様式第１号によるまいたまショップである旨を表示す

るためのステッカーをいう。 

(4) まいたまパス 

県LINE公式アカウントの機能によりスマートフォン等の情報端末の画面に表示する

様式２号及び様式３号によるパスカードをいう。 

(5) 特典 

まいたま協賛ショップ事業において、まいたまショップが任意に定めた割引やポイン

ト・スタンプ等の優遇などのサービスをいう。 

 

（まいたま協賛ショップ事業の実施） 

第３条 県は、協賛ショップ事業の趣旨を県民及び店舗・施設・企業等に周知し、事業が

円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事項を行うものとする。 

(1) 県LINE公式アカウントの利用促進を図ること。 

(2) 県LINE公式アカウントを通じて、まいたまショップの名称、所在地及び特典情報の他、

まいたま協賛ショップ事業についての情報提供を行うこと。 

(3) 店舗、施設、企業等に対し、まいたま協賛ショップ事業への協賛を依頼すること。 

(4) まいたまショップにまいたま協賛ショップステッカーを配布すること。 

(5) まいたま協賛ショップ事業全般の運営及びその見直しに関すること。 

(6) その他、まいたま協賛ショップ事業を推進するために必要なことを行うこと。 

 



（まいたまパスの使用） 

第４条 県LINE公式アカウントの利用者は、まいたまパスの使用に当たり、まいたまパス

画面を表示又は印刷したものをまいたまショップに提示すること。 

２ まいたまパスは、他人に使用させてはならない。 

 

（協賛の手続き等） 

第５条 まいたま協賛ショップ事業に協賛しようとする店舗、施設、企業等を営む者は、

店舗等ごとに様式第４号による申込書により、県に協賛を申し込むものとする。 

２ 県は、前項の規定による申込みを受けたときには、内容を確認の上、所定の様式によ

り公表するものとする。 

３ まいたまショップを営む者は、第１項の協賛申込書の内容を変更しようとするとき又

は協賛を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第５号による変更・廃止届により、

県に届け出るものとする。 

４ 県は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかにその旨を公表するものとする。 

５ 特典内容が違法な場合等には、県は協賛申込みを拒否あるいは取り消すことができる。 

６ まいたまショップは、まいたまショップステッカーの取扱いについて、次に掲げるこ

とに留意するものとする。 

(1) 提供する特典の内容をまいたまショップステッカーの所定の位置に記載し、県LINE

公式アカウントの利用者が見やすい位置に掲示すること。 

(2) 特典の内容を変更するときは、変更の日以後、速やかにまいたまショップステッカー

の記載を変更すること。 

(3) 協賛を廃止するときは、廃止の日以後、まいたまショップステッカーを掲示してはな

らないこと。 

 

附則 

この要綱は、平成２８年７月１９日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



様式第１号 

まいたまショップステッカー 

 
 
 

※高さ150.0㎜×幅 150.0㎜（角丸） 



様式第２号 

まいたまパス（スマートフォン等の情報端末用） 

 

 

 
 

※サイズは各表示機器による。 



様式第３号 

まいたまパス（ＰＣ・印刷用）

 

※サイズは各印刷機器による。 



 



 


